
第１回 石狩市地域計画策定検討委員会 

 

 

日時 令和６年７月 18 日（木）15:00～ 

場所 石狩市役所 ２階 201 会議室 

 

 

次  第 

１．開 会 

２．議 事 

(1) 協議の場における協議結果について 

(2) 地域計画の策定について 

 

３．その他 

４．閉 会 

 

会議資料 

 

１．協議の結果（各地区）[資料 1] 

２．地域計画の策定・実行までの流れ[資料 2] 

３．農地を売買・賃借される皆様へ 

 

 

石 狩 市 



石狩市地域計画策定検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第 19

条第１項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画（以下「地域計画」という。）

の策定等に向けた協議を行うため、石狩市地域計画策定検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（1）地域計画の審査、検討及び策定に関すること。 

（2）その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる機関等に所属する者をもって組織する。 

(1) 石狩市 

(2) 石狩市農業委員会 

(3) 札幌市農業協同組合 

(4) 北石狩農業協同組合 

(5) 石狩市農業総合支援センター 

(6) 石狩土地改良区 

(7) 石狩花畔土地改良区 

(8) 石狩農業改良普及センター 

(9) 公益財団法人北海道農業公社 

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める機関、団体等 

（役員） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を統括し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員は、会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。 

３ 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

求めることができる。 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、産業振興部農政課に置く。 

 



（雑則） 

第７条 この要綱に定めるものほか委員会の運営等について必要な事項は、委員

長が会議に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年９月 13 日から施行する。 

 

附 則（令和５年９月 13 日要綱第 123 号） 

この要綱は、令和５年 10 月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年９月 13 日要綱第 123 号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



機関・団体名 職名 役職 氏名

1 石狩市 産業振興部長 委員長 佐々木 一真

2 石狩市農業委員会 事務局次長 副委員長 吉田　雅人

3 札幌市農業協同組合 営農販売部長 橋本　健太

4 札幌市農業協同組合 営農販売部 次長　兼 営農課長 細川　　航

5 北石狩農業協同組合 経済部 農業振興課長 川田　誠二

6 石狩市農業総合支援センター センター長 和島　厚司

7 石狩土地改良区 参事 阿岸　哲広

8 石狩花畔土地改良区 事務局長 松浦　裕司

9 石狩農業改良普及センター 石狩北部支所地域第二係長 小森　基文

10 公益財団法人北海道農業公社 岩見沢支所 次長 源常　好行

11 公益財団法人北海道農業公社 岩見沢支所 業務農地課 主事 堀井　謙太郎

12 石狩市農業委員会 事務局主査（農地振興担当） 南部　美奈

13 石狩市 浜益支所 地域振興課長 木澤　愛彦

14 石狩市 浜益支所 地域振興課主査 渡辺　善仁

石狩市 産業振興部 農政課長 事務局長 東　　　薫

石狩市 産業振興部 農政課農政担当 主査 鈴木　啓之

石狩市 産業振興部 農政課農政担当 主査 加藤　友紀

石狩市 産業振興部 農政課農政担当 主事 梶浦　幸大

令和６年４月１日現在

事
務
局

石狩市地域計画策定検討委員会委員名簿


